
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
六
号 

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。
た
だ
し
、
同
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
要
す
る
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

令
和
八
年
三
月
五
日 

厚
生
労
働
大
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入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表 

食事療養及び生活療養の費用額算定表 

第一 食事療養 

１ 入院時食事療養(Ⅰ)（１食につき） 

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 730円 

⑵ 流動食のみを提供する場合 665円 

注 （略） 

２ 入院時食事療養(Ⅱ)（１食につき） 

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 596円 

⑵ 流動食のみを提供する場合 550円 

注 （略） 

別表 

食事療養及び生活療養の費用額算定表 

第一 食事療養 

１ 入院時食事療養(Ⅰ)（１食につき） 

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 690円 

⑵ 流動食のみを提供する場合 625円 

注 （略） 

２ 入院時食事療養(Ⅱ)（１食につき） 

⑴ ⑵以外の食事療養を行う場合 556円 

⑵ 流動食のみを提供する場合 510円 

注 （略） 

第二 生活療養 

１ 入院時生活療養(Ⅰ) 

⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の

確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養（

以下「食事の提供たる療養」という。）（１食につき） 

イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 644円 

ロ 流動食のみを提供する場合 590円 

⑵ 健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の医療の

確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに掲げる療養（

以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成た

る療養」という。）（１日につき）        458円 

注 （略） 

２ 入院時生活療養(Ⅱ) 

⑴ 食事の提供たる療養（１食につき） 510円 

⑵ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療

養（１日につき）               458円 

注 （略） 

第二 生活療養 

１ 入院時生活療養(Ⅰ) 

⑴ 健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の

確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養（

以下「食事の提供たる療養」という。）（１食につき） 

イ ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 604円 

ロ 流動食のみを提供する場合 550円 

⑵ 健康保険法第六十三条第二項第二号ロ及び高齢者の医療の

確保に関する法律第六十四条第二項第二号ロに掲げる療養（

以下「温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成た

る療養」という。）（１日につき）      398円 

注 （略） 

２ 入院時生活療養(Ⅱ) 

⑴ 食事の提供たる療養(１食につき) 470円 

⑵ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療

養（１日につき）       398円 

注 （略） 



 

 


